
長崎監督署と建設業労働災害防止協会長崎県支部長崎分会が 

合同で年末・年始の安全パトロールを実施！！ 
 

実施日：令和７年１２月２日（火） 午後１時３０分～午後３時 

元 請：長崎大建・山総建設・あけぼの建設特定建設工事共同企業体 

工事名：三原団地公営住宅新築主体工事 

工 期：令和７年６月２６日～令和９年１０月２９日 

所在地：長崎市三原町 

概 要：RC９階建、地下１階 

発注者：長崎市 

巡視者：長崎労働基準監督署長ほか監督署職員２名 

建設災害防止協会長崎分会安全指導者７名 

配布物：令和７年 業種別・署別労働災害発生状況（令和７年１０月末） 

    令和７年 死亡災害発生状況（令和７年１０月末） 

    年末年始無災害運動リーフレット（主催：中災防、後援：厚生労働省） 

    墜落制止用器具（安全帯）使っていますか？（長崎監督署パンフレット） 

 

（趣旨） 

 長崎労働基準監督署（署長 井上和秀）は令和７年１２月１日から令和８年１月１５日ま

で年末年始無災害運動の期間として、中央労働災害防止協会が主催する年末年始無災害運動

実施要領を推奨しているところです。 

 そこで、当署管内において令和７年１０月末において建設業による死亡災害が３件と昨年

の１件より大幅増加していること（（下記統計資料参照）から、当署管内の建設現場を建災防

長崎分会と合同でパトロールを行いました。 

（署長挨拶） 

 

 



（現場パトロール状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講評） 

建災防長崎分会より講評            

 

 



（まとめ） 

 長崎労働基準監督署長（井上和秀）から当署管内の令和７年１０月末における建設業の労

働災害発生状況、死亡災害発生状況などの事例紹介があり、依然として建設業の死亡災害３

件のうち２件は墜落・転落災害であることから長崎監督署作成のパンフレットにて墜落制止

用器具の使用の徹底を呼びかけました。併せて、年末に向けた工事の仕上げの慌ただしさや

連続した休暇明けの年始に工事をスタートすることに伴う、労働災害の増加が懸念されるた

め、更なる労働災害防止対策の徹底をお願いしました。 

 長崎労働基準監督署においては今後も関係機関と連携し、労働災害防止の取組を行ってい

きます。 

 

（長崎監督署の建設業の災害統計） 
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令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年10月末

年次別・労働災害発生状況（建設業：長崎署管内）

死亡者数 死傷者数

（死傷者数） （死亡者数） 

＊休業４日以上の死傷病報告書参照 



死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡

製造業小計 74 2 40 1 21 0 29 0 58 0 1 0 223 3 227 2 -1.8%

  食料品製造業 22 0 12 0 11 0 16 0 25 0 1 0 87 0 79 0 10.1%

  繊維工業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -50.0%

  衣服その他の繊維 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 0 -57.1%

  木材・木製品 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 6 0 -33.3%

  家具・装備品 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 －

  紙・紙加工品 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 －

  印刷・製本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -66.7%

  化学工業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 -75.0%

  窯業土石 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 8 0 -12.5%

  鉄鋼業 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 0 50.0%

  非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

  金属製品 12 0 4 0 2 0 0 0 14 0 0 0 32 0 44 0 -27.3%

  一般機械器具 2 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 10 0 9 0 11.1%

  電気機械器具 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 7 0 14.3%

  輸送用機械等 21 2 9 0 5 0 2 0 1 0 0 0 38 2 32 2 18.8%

うち造船 19 2 9 0 4 0 2 0 0 0 0 0 34 2 30 2 13.3%

  電気･ガス･水道業 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 6 0 -33.3%

  その他の製造 3 0 4 0 2 0 4 0 7 0 0 0 20 0 18 0 11.1%

鉱業小計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -66.7%

　石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

　土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -100.0%

　その他の鉱業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 －

建設業小計 60 3 29 0 11 0 20 0 36 1 8 0 164 4 159 1 3.1%

　土木工事 19 0 7 0 2 0 6 0 18 1 4 0 56 1 46 0 21.7%

　建築工事 24 1 12 0 6 0 6 0 12 0 2 0 62 1 75 0 -17.3%

　その他の建設 17 2 10 0 3 0 8 0 6 0 2 0 46 2 38 1 21.1%

運輸交通業 41 0 14 0 1 0 8 0 45 1 2 0 111 1 105 0 5.7%

　鉄道等 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 133.3%

　道路旅客 14 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 21 0 16 0 31.3%

　道路貨物運送 20 0 10 0 1 0 7 0 41 1 2 0 81 1 84 0 -3.6%

　その他の運輸交通 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0.0%

貨物取扱業 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 9 0 -66.7%

農林業 4 0 6 0 1 0 6 0 5 0 1 1 23 1 30 0 -23.3%

　農業 3 0 6 0 0 0 5 0 5 0 0 0 19 0 22 0 -13.6%

　林業 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 8 0 -50.0%

畜産・水産業小計 7 0 2 0 5 0 9 0 0 0 9 0 32 0 30 0 6.7%

　畜産業 0 0 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 12 0 14 0 -14.3%

　水産業 7 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 20 0 16 0 25.0%

第三次産業小計 306 1 143 1 30 1 65 0 144 0 24 0 712 3 692 3 2.9%

商業 100 0 38 0 6 0 19 0 42 0 9 0 214 0 195 0 9.7%

  小売業 70 0 30 0 4 0 13 0 27 0 8 0 152 0 149 0 2.0%

金融広告業 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14 0 -64.3%

映画・演劇業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 －

通信業 9 0 4 0 1 0 3 0 6 0 0 0 23 0 25 0 -8.0%

教育・研究業 8 1 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 15 1 7 0 114.3%

保健衛生業 99 0 36 0 16 1 27 0 62 0 7 0 247 1 220 0 12.3%

　医療保健業 44 0 8 0 6 0 7 0 19 0 3 0 93 0 52 0 78.8%

　社会福祉施設 53 0 28 0 10 1 20 0 43 0 4 0 181 1 167 0 8.4%

接客娯楽業 35 0 21 0 4 0 9 0 17 0 5 0 91 0 83 0 9.6%

清掃・と畜 24 0 15 1 2 0 4 0 12 0 1 0 58 1 81 3 -28.4%

官公署 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 100.0%

その他の事業 27 0 16 0 1 0 1 0 2 0 1 0 48 0 62 0 -22.6%

合計 494 6 235 2 69 1 137 0 289 2 45 1 1,269 12 1,255 6 1.1%

前年同時期 486 4 244 2 75 0 116 0 285 0 49 0 1,255 6

対前年増減数 8 2 -9 0 -6 1 21 0 4 2 -4 1 14 6

対前年増減率 1.6% 50.0% -3.7% 0.0% -8.0% － 18.1% － 1.4% － -8.2% － 1.1% 100.0%
労働者死傷病報告による（死亡者は内数、業務上外調査中を含む）

諫　早 対　馬 合　計 前年同期
増減率

令和７年　業種別・署別労働災害発生状況 長崎労働局 （新型コロナ関連を除く）

R7.10.31

長　崎 佐世保 江　迎 島　原



令和７年死亡災害発生状況          長崎労働局 
（１０月末現在） 

  

番

号 

発 生 

年 月 

被災者 

発 生 状 況 の 概 要 

業種 
管 

轄 

署 

職 種 起因物 

年齢 事故の型 

1 7.1 

男 

山林において、立木の伐倒作業に従事していた被災者が、

伐倒した木の傍らで発見されたもの。 

林業 

対 

馬 

作業員 立木 

63 歳 激突され 

2 7.1 

男 
工事現場において、片側２車線の歩道側の車線の規制区画

内に停車した乗用車から降りようとしたところ、規制区画

内に侵入してきた一般車両が乗用車の運転席のドアに接触

し、その反動で跳ね飛ばされたもの。 

建設業 

長 

崎 

長 

崎 

長 

崎 

作業員 乗用車 

53 歳 交通事故 

3 7.3 

男 

工場内おいて、高さ約４メートルの船体ブロック上で、計

測の準備作業を行っていたところ、地上に墜落したもの。 

造船業 

長 

崎 

作業員 建築物・構造物 

41 歳 
2メートル以上から

の墜落・転落 

4 7.5 

男 

フォークリフトのフォーク部に載せた木製パレット上に乗

り作業を行っていたところ、約 1.7メートル下の地面に墜

落したもの。 

製造業 

佐
世
保 

作業員 フォークリフト 

66 歳 
２メートル未満から

の墜落・転落 

5 7.5 

男 
脚立を使用しカーポート上部の清掃作業中、脚立４段目

（高さ 1.3ｍ）から５段目（高さ 1.6ｍ）に昇降しようとし

た際に、脚立が傾き、バランスを崩してコンクリート地面

に墜落したもの。 

清掃業 

佐
世
保 

清掃員 はしご等 

74 歳 
２メートル未満から

の墜落・転落 

6 7.6 

男 

4階建て商業ビルの解体工事現場において、4階部分で作業

を行っていたところ、高さ約 10 メートル下の１階部分に墜

落したもの。 

建設業 

長 

崎 

作業員 建築物・構造物 

66 歳 
2メートル以上から

の墜落・転落 

7 7.6 

女 

水深約 13 メートルの沖合にて潜水作業を行っていたとこ

ろ、海面での浮力が保てなくなり、海底に沈み溺死したもの。 

教育研究業 

長 

崎 

研究者 水 

36 歳 おぼれ 

8 7.7 

男 

２階建ての一般家屋において、２階窓の雨戸の塗装を行って

いたところ、７．３ｍ下の地上へ墜落し、死亡したもの。 

建設業 

長 

崎 

作業員 建築物・構造物 

56 歳 
2メートル以上から

の墜落・転落 

9 7.9 

男 
トラックで走行中、路上駐車の乗用車に衝突し、トラックの

運転手が運転席から放り出され、橋の下の海に転落したも

の。 

運輸交通業 

諫 

早 

トラック運転者 乗用車 

50 歳 交通事故（道路） 



令和７年死亡災害発生状況          長崎労働局 
（１０月末現在） 

 

番

号 

発 生 

年 月 

被災者 

発 生 状 況 の 概 要 

業種 
管 

轄 

署 

職 種 起因物 

年齢 事故の型 

10 7.9 

男 

ドラグショベルで転圧機を移動していたとき、ドラグショベ

ルが横転し、運転手がドラグショベルの下敷きとなったも

の。 

建設業 

諫 

早 

作業員 建設機械 

51 歳 
２メートル未満から

の墜落・転落 

11 7.9 

女 

コンクリートのスロープにて、後方に転倒して後頭部を打ち

付けたもの。 

社会福祉施設 

江 

迎 

介護職 その他の転倒 

62 歳 その他 

12 7.10 

男 
工場内にて、耐圧試験中、船体ブロックのパイプに取り付け

た金属製の蓋板が吹き飛び、移動式足場上で作業中の被災者

に激突し、移動式足場ごと倒れたもの。 

造船業 

長 

崎 

作業員 調査中 

35 歳 飛来・落下 

 
合 計 

管  轄  署  別 業    種   別 

長 崎 佐 世 保 江 迎 島 原 諫 早 対 馬 製 造 建 設 
運 輸 

交 通 

農 林 

水 産 
商 業 そ の 他 

令和 7年 12 6 2 1  2 1 3 4 1 1  3 

令和 6年 6 4 2     2 1    3 
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  ｢作業床｣と｢手すり｣を設置
     ｢墜落制止用器具（安全帯）」のフックを掛ける
    「はしご」・「脚立」は、適正に使用
    「ヘルメット（墜落時保護用）」の顎紐は確実に締める
     ｢表示・掲示」で墜落危険場所を見える化
    「リスクアセスメント」で危険を可視化

転ばぬ先の墜落対策

厚生労働省 長崎労働局 各労働基準監督署 R7.12月作成

フック
掛け
ヨシ！

死亡労働災害多発


